
 
 

 

  

制度のあらまし 
目的 

対象作物 

交付対象者 

 販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付すること
により、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業
の多面的機能を維持する 

◇ 米、麦、大豆、そば、なたね 
◇ 水田については、水田活用の所得補償交付金として、これに加えて、飼料作物、 
 米粉用・飼料用米、ＷＣＳ用稲、加工用米、地域特産物も対象 

対象作物の生産数量目標に従って販売目的で生産（耕作）する販売農家・集落営農 

親切･丁寧・身近な相談しやすい農政局 

暫定版 

～「食」と「地域」の再生に向けて ～ 

（平成24年2月） 



 米に対する助成 
米の所得補償交付金 15,000円／10ａ 

米価変動補てん交付金 

 当年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、その差額を補てん 

交付対象面積 

○ 交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律10a控除して算定 
 （種子、醸造用玄米は10a控除の対象外） 
○ 集落営農は、農業共済資格団体として水稲共済に加入すれば、組織全体の主食用米の作付面 
 積から10ａ控除 

 米の生産数量目標に従って生産を行った販売農家・集落営農に対して、標準的な生産費と標
準的な販売価格の差額分に相当する交付金を直接交付します。 

 米の所得補償交付金と合わせて標準的な生産費を補償するものとして、「当年産の販売価
格」が「標準的な販売価格」を下回った場合に、その差額分を10a当たりの単価で直接交付し
ます。 

 水田活用の所得補償交付金 

戦略作物助成 

二毛作助成 15,000円／10ａ 

耕畜連携助成 13,000円／10ａ 

産地資金 

 地域の実情に即して、麦・大豆等の戦略作物の生産性向上、地域振興作物（野菜や
花き等）や備蓄米の生産の取組等を支援（各地域ごとに設定） 

対象作物 交付単価 

麦、大豆、飼料作物 35,000円／10a 

米粉用米、飼料用米、WCS用稲 80,000円／10a 

そば、なたね、加工用米 20,000円／10a 

 水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物を生産する農業者に対して、主食用米 
並みの所得を確保し得る水準の交付金を面積払で直接交付します。 

 米の「生産数量目標」
の達成にかかわらず助
成対象となります。 

（生産数量目標の達成者） 



集落営農の法人化支援 

 集落営農が法人化した場合に、法
人化に要する事務経費として、40万
円を定額で交付 

 畑作物について数量払の交付単価
を品質に応じて増減 

品質加算 

 畑の耕作放棄地を解消し、麦、大
豆、そば、なたねを作付けた場合に
一定額（２～３万円/10a）を最長
５年間交付 

 加算措置等 

 規模の大小にかかわらず、農地利
用集積円滑化事業により、面的集積
（連坦化）した場合、新たに利用権
設定した面積に２万円/10ａを交付 

規模拡大加算 

再生利用加算 

 畑作物の所得補償交付金 

数量払 

20,000円／10ａ 
 
※当面は、前年産の生産面
積に基づき交付 

面積払(営農継続支払) 

営農継続 
支払（２万円） 

収量 

数量払 

交
付
金

 

＜畑作物の所得補償交付金のイメージ＞ 

平均単収 

対象作物 平均交付単価 

小麦【水田・畑地】 6,360円／60kg 

二条大麦【水田・畑地】 5,330円／50kg 

六条大麦【水田・畑地】 5,510円／50kg 

はだか麦【水田・畑地】 7,620円／60kg 

対象作物 平均交付単価 

大豆【水田・畑地】 11,310円／60kg 

そば【水田・畑地】 15,200円／45kg 

なたね【水田・畑地】   8,470円／60kg 

 対象作物ごとの生産数量目標に従って生産を行った販売農家・集落営農に対して、全国一 
律単価で交付します。 
 前年産の生産面積を有する者には、面積払（営農継続支払）を交付し、販売数量が明らか 
になった段階で数量払の額を確定し、面積払の金額を差し引いた額を追加で支払います。 
 また、面積払を受け取らない方には、数量払で全額を支払います。 

※交付単価は、品質に応じて増減あり 



  

① 畑作物の所得補償交付金 

  ア 営農継続支払         ：生産年   ８月 ～ ９月頃 

  イ 数量払 うち 麦、なたね   ：生産年  １０月 ～１２月頃 

        うち 大豆、そば   ：生産年翌年 １月 ～ ３月頃 

② 水田活用の所得補償交付金     ：生産年  １０月 ～ ３月頃       

③ 米の所得補償交付金        ：生産年  １１月 ～１２月頃 

④ 米価変動補てん交付金       ：生産年翌年 ５月 ～ ６月頃 

     
  中国四国農政局高知地域センター 

 

   ○農政推進グループ               ○四万十支所 
   〒780-0870            〒787-0012            
   高知市本町4-3-41                 四万十市右山五月町3-12 
   高知地方合同庁舎3F               中村地方合同庁舎4F           
   TEL:088-875-2151                 TEL:0880-34-1231              
   FAX:088-820-0202                 FAX:0880-34-5240 
 

 交付金の交付スケジュール 
交付金に関するスケジュール（想定） 

交付金の交付時期（想定) 

 お問い合わせ先 

｜ リサイクル適性A ｜     この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。 
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生産数量目

標の設定

申請手続、

交付金の交

付

平成24年 平成25年

農業者別の米

の生産数量目

標通知

制度内容の周

知活動

農業者別の米の生産数

量目標確定(→6/15)

畑作物の目標設定の確認

米の目標設定の確認

生産数量目標 県・

地域・農業者間調整

交付申請書、

営農計画書等

の受付

対象作物の作付確認、数量払の数量確認

数量払の交付

水田活用交付金の交付

営農継続支

払の交付

米の所得

補償交付

金の交付

米価変動補

てん交付金

の交付
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